
 

仕 様 書 

 

 

１ 件名 

外国雑誌の買入れ（哲学）（長期継続契約） 

 

２ 物品名 

別紙「内訳書」のとおり 

 

３ 購読期間 

  令和８年１月１日から令和８年12月31日までに出版するもの 

 

４ 納入期限 

  令和９年２月 19 日 

 

５  納入場所 

  東京都立大学（南大沢キャンパス）人文社会学部 哲学事務室 

 

６ 納入方法 

（１）発刊の都度、随時納入すること。 

（２）冊子体の納入に当たっては、代理店が出版元からあらかじめ受け入れを行い、雑誌の出版

状況を確認した上、本学へ納入すること。また、欠号が発生した場合の次号補充処理を迅速

に行うこと。 

 

７ 休刊、廃刊に伴う措置 

目的物の中で、出版事情により、休刊・廃刊されたもの、未着・欠号により納入不可能なも

のについては、速やかに届け出ること。 

また、出版元における休刊・廃刊により納品することが不可能となった場合及び納入期限まで

に納品することができなくなった場合には、代金の相当額を発注者に返還するものとする。 

 

８ 改題に伴う措置 

改題されたタイトルについては、引き続き納入すること。 

 

９ 事故を生じたものの取替え 

汚破損、乱丁、落丁等取替えを指示された場合は、新品を速やかに納入すること。 

 

10 支払方法 

契約時に契約金額の４分の１相当を、令和８年４月以降に契約金額の４分の３相当を適正な

請求書を受領した日から起算して６０日以内に支払う。受注者が、発行遅れ、欠号などのため、

納入期限までに納入できない場合、及び廃刊などのやむを得ない事情によって契約金額に変更

を生じる場合は、支払済金額から未納入分の金額及び変更が生じた契約金額の増減額を令和９

年２月付で精算するものとする。 

 



 

11 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

（１）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）第 37 条

のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写

しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

12  その他 

契約内容等に疑義が生じた場合は、担当者との協議により決定すること。 

 

13 担当 

東京都立大学管理部文系管理課会計係 下島 亜紀子 

電話 042（677）1111（内線 1107） 

 

※雑誌の内容について 

東京都立大学人文社会学部 哲学教室 井原 健一郎 

電話 042（677）1111（内線 1160） 
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